
（別紙５）

ぴーすの児童デイあぽろ
公表日 　　　R7　　年　　10月　28　日

チェック項目 はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 10 1

法令に遵守したスペースを確保しています。

指導訓練室は、部屋ごとに最大人数を設定

し、個々がより活動しやすい環境を作ってい

ます。

・児童の特性に合わせ部屋の構造化を定期的

に見直す必要がある。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切である

か。
8 3

法令で必要とされる人数より２名以上多く配

置しています。また、合わせて保育士・児童

指導員等の有資格者のいる人員配置となって

おります。

また、R6年度４月から心理担当職員を配置し

・児童１～２人に対しスタッフ１人配置して

いるが、不安定な児童がいる時に配置してい

る人数では対応できない時もあるためヘルプ

スタッフの確保は必要。

3

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている

か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化

や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

9 2

障害特性に合わせ配慮した室内整備をしてい

ます（パーテーションなど）。個々の状態・

スキルに合わせたコミュニケーション支援

ツールや、クールダウン等が必要な利用児に

は部屋を構造化してスペースを作る、散歩な

どで気分転換をする等で対応しています。

・室内整備は行っているが、建物上の問題で

部屋数は限られているため、なにかあった時

に移動できる場所は少ないことが課題。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。ま

た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。
9 2

『みんなと一緒』の場所のみではなく、利用

児一人ひとりの『自分のスペース』を確保

し、ひとりで過ごすことができるように工夫

しています。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認めら

れる環境になっているか 。
10 1

パーテーションで区切って個別のスペースを

作ったり、テントを利用し１人になれる空間

作りをするなど、必要に応じて個別の場所を

提供しています。

・間取りやスペース上、１人になるスペース

が狭く、１室を利用するとその他の児童の密

度が高くなってしまうところが課題。

6
業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、

広く職員が参画しているか。
5 6

月に１回、こどもに関わるスタッフが全員参

加するミーティングを実施し、支援内容の共

有やスタッフ同士のコミュニケーションの機

会を作っています。

・パート職員やヘルプのスタッフもいるた

め、全員参加は難しい。できるだけ多くの職

員が集まれるよう工夫をする必要がある。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善につなげているか。
9 2

令和７年１月にアンケート配布、３月に集

計、令和７年５月に職員と９月パート職員に

よる分析・話し合いを行いました。

自己評価の公表は、法人ブログを通じて、令

和７年10月に行います。	 ,

8
職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に

つなげているか。 
5 6

日々、開始前の「当日のスタッフ全員による

打ち合わせ」、終了後の「常勤職員による振

り返り」を行い、職員の意見を把握する機会

を設け、業務改善に繋げています。

当日のスタッフと全体または個別に打ち合わ

せを行っている。終了後は、終了時間がバラ

バラなため全員での振り返りができていな

い。今後、全体での振り返りをするための工

夫を考える。

9
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている

か。
4 7

外部へコンサルテーションを依頼し、支援に

活かしています。

スーパーバイズで受けた情報をスタッフ間で

共有し、事業内周知を行う。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で

研修を開催する機会が確保されているか。
11

法人職員全員が受講する研修を年２回実施

し、虐待防止・安全対策・個人情報保護等の

研修を行っています。

それを含め、指導員は全員、年４回～６回の

研修を受講しています。

研修は法人が「その人に必要なスキル・資

格」に合わせ、内部研修・外部研修を組み合

わせて指定しています。

当事業所を運営する法人は、障害児通所支援

事業者市区性事業の実施を受託しています。

今後は堺市担当課と相談しながら、他の（同

事業）受託法人とともに質の向上に努めてい

まいります。

・法人内のコミュニケーションがもっととれ

るよう、対人関係の研修等の導入を考える。

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。 9 2

HPに支援プログラム内容を公表しています。

12

個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者

のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成

しているか。

9 2

支援計画は、契約開始時に保護者から聞き取

りを行い、開始当初の計画を作成します。そ

の後は、面談時に保護者のニーズを確認し、

こどもの課題と合わせて作成します。
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13

児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけ

でなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最

善の利益を考慮した検討が行われているか。 

7 4

支援計画は、契約開始時に保護者から聞き取

りを行い、開始当初の計画を作成します。そ

の後、１～２か月間の利用時の様子の観察を

した後、関わるスタッフが参加して「計画内

容のステップアップさせる検討」を行い、計

画を修正。新たな目標や支援方法を保護者に

再度説明して了承をいただきます。確定した

計画書は交付をします。

・更新の月に、スタッフ会議で検討、共有を

しているが、スタッフ会議に参加できない

パート職員もいるため、子どもに関わる職員

全員ではない。できるだけ多くの職員が集ま

れるよう工夫をする必要がある。

14
児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われ

ているか。 
8 3

保護者から了承をいただいた支援計画、面談

の内容は、こどもに関わるスタッフ全体で共

有し、計画に沿った支援を行います。

15

こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ

ルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルな

アセスメントを使用する等により確認しているか。

6 5

事業所での様子を観察したアセスメント表だ

けではなく、保護者から発達検査の結果等を

提出しいただき支援に活用します。

使用するアセスメント表を会議等で周知し、

職員への周知を行う必要がある。

16

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支

援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支

援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえな

がら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具

体的な支援内容が設定されているか。

8 3

児童発達支援デイサービスガイドラインに

沿って、「児童発達デイサービスの提供すべ

き支援」の「本人支援」、「家族支援」、

「移行支援」及び「地域支援・地域連携」の

ねらい及び支援内容も踏まえた具体的な支援

内容の設定に順次変更していきます。

17 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 5 6

年度初めに利用曜日の子どもの好みや相性に

より活動を決めている。スタッフ全体で意見

を出し合い、プログラム内容を決ます。

運転者など直接支援に関わらないスタッフに

も活動プログラムＨP等で学期ごと見てもらう

等、スタッフ全体への周知を行う必要があ

る。

18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 5 6

プログラム内容は、こどもの利用日数に合わ

せて、できるだけ同じ内容にならないように

設定し、様々なプログラムに参加できるよう

に工夫をします。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児

童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。
8 3

プログラムの『基本の内容』は全員共通で設

定しており、その実施に伴い必要な『個別の

支援』を行います。

平日のプログラムは、就学につながる活動と

して『身辺自立の練習』『コミュニケーショ

ン技術の向上』などを行っています。

土曜のプログラムは、豊かな人生につながる

『余暇・趣味』のスキルを育成する活動とし

て『アクティブ、アート製作、音楽』を行い

ます。

どの活動も、基本プログラムを実践するにあ

たり、一人ひとりの好みや意欲を大切にして

具体的準備を行い、また個々の特性や能力に

合わせた支援グッズを用意するなどの工夫を

行っています。また、工夫した点について

は、機会あるごとに保護者に説明をします。

20

支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の

内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行ってい

るか。

10 1

日々、開始前の「当日のスタッフ全員による

打ち合わせ」を行っています。打ち合わせで

『送迎の担当の確認』、『活動、時間の確

認』『担当児童や支援内容』など確認しチー

ム連携を行います。

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援

の振り返りを行い､気付いた点等を共有しているか。
6 5

終了後の「常勤職員による振り返り」を行っ

ています。また、こどもの気になる様子やヒ

ヤリハットはスタッフ全員が報告を行うよう

に徹底をします。

子どもの気になる様子やヒヤリハットは職員

が聞き取ったものを含めすべて記録として残

している。定期的に回覧を行い、活用を行う

ことで、全スタッフが報告を徹底することが

できるよう意識を高める。

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に

つなげているか。
9 2

常勤職員が日々の支援・こどもの様子に関し

て記録をとっています。「小さなこともヒヤ

リハット報告をあげること」を意識し、支援

の検証・改善に繋げます。
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23
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性

を判断し、適切な見直しを行っているか。
10 1

モニタリングの実施、計画の見直し等、6カ月

ごとにモニタリングを行います。

モニタリングでは、管理責任者だけでなく関

わるスタッフも参加して、「評価時期の様

子」や「目標の達成度」の確認と「今後の手

立て」などを検討・決定します。

具体的には、次の４つになります。

①目標に近づいている→計画継続

②目標を達成した→新しいニーズに合わせ、

計画作成

③うまく実践できていない→計画の見直し、

アセスメントのやりなおし

④違う問題が出てきた→問題の分析・支援方

法の検討

24
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。
7 4

サービス担当者会議への参加は、管理責任者

や当該児童をもっともよく知るスタッフが

『ケース記録』を持参します。

ケースカンファレンスの議事録回覧を行い、

事業所として行っていることをパート職員や

運転手にも知ってもらう必要がある。

25
地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、

教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。
7 4

サービス担当者会議などで情報を共有できて

いる事業所とは、必要に応じ連絡を取り、互

いに情報共有や収集ができるよう協力しま

す。

26

併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の

観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども

園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報

共有と相互理解を図っているか。

7 4

園などで支援計画をもらっている保護者には

『個別の支援計画』をコピーさせていただ

き、支援に活用しています。園から依頼のあ

るケースカンファレンス等には必ず参加しま

す。

27
就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、

支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。
4 7

卒業前に『最終のモニタリング表』を作成

し、保護者に説明をしてお渡ししています。

就学予定の学校との連携は、保護者もしくは

学校、在籍園、相談支援事業所などからの希

望があれば、情報共有などの対応をします。

パート職員や運転者など直接関わらないス

タッフにも説明し、事業所として行っている

ことを周知する必要がある。

（28～30は、センターのみ回答）

地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携

を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を行っているか。

29
質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受け

たり、職員を外部研修に参加させているか。

30
(自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極

的に参加しているか。

（31は、事業所のみ回答）

地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスー

パーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。

パート職員や運転者など直接関わらないス

タッフにも説明し、事業所として行っている

ことを周知する必要がある。

32
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこど

もと活動する機会があるか。
2 9

ぴーすの児童デイの共通方針の１つが、『地

域に交わる力を育てる』です。活動の一環と

して「公園で遊ぶ」があり、地域の同世代の

子供と一緒に遊ぶ機会がある時は、近所の方

と交流することもあります。

活動の一環として「公園で遊ぶ」機会を設定

している。活動の意図・目的をスタッフ全体

へ周知を行う。

33
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や

課題について共通理解を持っているか。
10 1

保護者への日々の連絡・報告は『連絡シー

ト』を使って行っています。『連絡シート』

には、「本日の様子、活動内容、おこづかい

の用途」を報告する様式になっています。ま

た、保護者からの「体調（体温）、持ち物、

伝えたい事」を記入する欄もあります。

34

家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ

ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機

会や情報提供等を行っているか。

4 7

法人内で開催する研修やセミナー開催のお知

らせを配布したり、保護者の困りごとに合わ

せて個別に案内したりするなど、情報提供等

を行います。

以前は利用者プリントと同時に毎月のセミ

ナー配布していたが、現在は配布はしていな

い。そのため、今後どのように周知していく

のか検討が必要。

35
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を

行っているか。
6 5

契約時に、重要事項説明書を用い、「事業所

の方針、支援の内容、個人情報の取り扱い」

などをはじめ、「利用者負担」「送迎」のこ

と、「支援プログラム」、保護者への日々の

様子を報告する「連絡シート」のことなどを

説明しています。

運営規定が変更になった場合は、その内容を

重要事項説明書に反映し、説明をします。

パート職員や運転手などにも保護者にどのよ

うな説明をしているか知らないスタッフがい

る。今後、事業が行っていることをどのよう

に周知していくのか検討が必要。
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31 5 6

外部へコンサルテーションを依頼し、その見

立てを参考にして支援に活かします。

28



36

児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊

重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家

族の意向を確認する機会を設けているか 。

7 4

児童発達支援計画を作成する際は、保護者に

保護者の意志とこどもの推測される意志を聞

き取りを行っています。作成後、こどもや家

族の意向が反映されているかの確認を行い同

意を得ます。

37
「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者

から児童発達支援計画の同意を得ているか。
8 3

「児童発達支援計画」を見ていただきながら

支援内容の説明を行っています。説明時に気

になることや要望がある場合は変更し、保護

者の同意を得て確定します。

38
定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応

じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。
8 3

面談のみではなく、保護者が気軽に相談でき

るよう『連絡シート、電話、LINE、送迎時の

会話』などで常に聞き取る体制を取っていま

す。相談人員は当事業所内にとどまらず、相

談内容によっては法人内の別事業に繋ぐな

ど、保護者の悩みが解消するよう、対応しま

す。

39

父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま

た、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしている

か。

2 9

法人内で、同じ障害のこどもがいる先輩母た

ちからのアドバイスが聞ける、座談会やセミ

ナーを定期的に開催しています。

・保護者への聞き取りを行い、必要であれば

今後、法人内での開催を検討していく。

40

こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す

るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合

に迅速かつ適切に対応しているか。

9 2

相談人員は当該事業所内にとどまらず、相談

内容によっては法人内の別事業につなぐなど

で、保護者の悩みが解消するよう、対応しま

す。

41

定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することによ

り、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対

して発信しているか。

9 2

月に１回、『ぴーすの児童デイ　利用者プリ

ント』を発行しています。長期休暇前には、

あぽろ専用の『活動予定表』を作成し、配布

しています。活動の様子は、保護者の承認を

得たうえで、法人のFacebookにアップしてい

ます。

42 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 11

法人全員が受講する研修の中で、個人情報保

護等の研修を行っています。

個人情報のある書類に関しては、常勤職員が

鍵のついた書庫内で管理し、使用する際は、

常勤職員の許可を得て閲覧するなど法人内の

ルールを作っています。

43
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮

をしているか。
10 1

障害のあるこどもとの意思疎通や情報伝達の

ためにカード支援などこどもの障害特性に合

わせた配慮を行っています。

保護者との意思疎通や情報伝達は日々の連絡

シートや、電話、LINEなどのツールを活用

し、情報伝達しやすい環境を作っています。

44
事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を

図っているか。
2 9

法人内にある地域活動支援センター『ぱれっ

と』では、居場所支援プログラムを行ってい

ます。また、地域の親子が利用できる『おも

ちゃ広場』も開催しています。

法人が行う避難訓練など、地域住民と一緒に

行うなどの機会を設け、地域住民と連携を取

れるよう工夫を行う。

45

事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも

に、発生を想定した訓練を実施しているか。

9 2

安全に関する各種マニュアルを策定し、毎年

職員全員が内容の確認を行っています。ぴー

すでは緊急時に全事業で『同じ対応』ができ

るよう『連絡・指示などの独自の仕組み』を

作っています。その基本姿勢は「子どものい

る現場では、子どもの安全確保を優先」「現

状把握・連絡・指示などは事務所で一括管理

～必要に応じヘルプを送り込む」というも

の。それを従業者に周知するため、年一回職

員全員参加の研修を行っています。保護者へ

の周知に関しては、利用者プリントで行った

研修の内容をお知らせします。

46
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備

え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。
10 1

非常災害時や感染症の発生に備え、業務継続

計画（BCP）を策定しています。

非常災害発生時の避難について、年２回の避

難訓練を行っています。訓練は様々な災害を

想定し、都度「発生状況」を具体的に仮定

し、避難計画を作成したうえで、利用児と一

緒に行います。
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47
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し

ているか。
8 3

契約時に服薬、アレルギー、てんかん発作

等、健康に関する情報の聞き取りを行ってい

ます。利用を開始してからは年１回「健康面

の確認シート」を提出していただき、聞き取

り内容の情報の更新をし、こどもの状況の把

握を行います。

48
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応

がされているか。
7 4

食物アレルギーの児童については、医師の指

示書に基づいて対応させていただきます。

49
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措

置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。
9 2

安全管理マニュアルを作成し、定期的な点検

や訓練を行っています。毎年、全職員研修に

て、緊急時への対応の周知と研修を行いま

す。

・随時、見直し、改善していく必要がある。

50
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全

計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。
6 5

保護者に配布している『利用者プリント』に

て安全計画についての取り組みを順次掲載し

ていきます。

・安全計画の取り組みは、１度だけではなく

定期的に利用者プリントに記載し、保護者の

周知げ繋げていく必要がある。

51
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について

検討をしているか。
9 2

職員は全員「小さなこともヒヤリハット報告

をあげること」を意識し、日々の記録にあげ

ています。その内容はすべて事業所内職員・

管理責任者で日常的に振り返り、原因の分析

をして日々の支援に活かしています。

事故についても上と同様の流れで、日常的な

振り返り、原因の分析を行っており、速やか

に再発防止策を決めて法人統括者の元に報告

がされます。

ヒヤリハットも事故も、月に１回の担当ス

タッフ全員参加の会議にて情報共有していま

す。

52
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を

しているか。
9 3

法人職員全員が受講する研修を年２回実施

し、虐待防止・安全対策・個人情報保護等の

研修を行っています。

虐待防止に関する責任者は、喜多野由利を選

定し、虐待防止委員会を年間２回以上開催し

ています。

53

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に

決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児

童発達支援計画に記載しているか。

9 2

「身体拘束の原則禁止」の方針を全職員に周

知するとともに、やむを得ず行うことが認め

られる場合の「基本：緊急性、切迫性、非代

替的、一時性」の確認や「対応、保護者説明

等の手続き」を全職員研修にて説明していま

す。

また身体拘束はなにより「予防」が重要であ

ると考え、保護者とともに適切な予防策（本

人の自己統制力を伸ばす支援を含む）を話し

合い、支援計画に活かしています。
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